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Research of Child Care Support for Female Doctors in Hiroshima Prefecture
─　Types of child care support working mothers have had access to

 and what they think about them　─
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Abstract: In recent years, the number of female doctors passing the National Medical 
Practitioners Qualifying Examination has increased. Despite the introduction of various official 
child care support systems, many female doctors still resign after giving birth. In this study, 
we interviewed 9 female doctors in Hiroshima Prefecture and analyzed the types of child care 
support they have had access to and what they think about them. We found female doctors 
face three primary obstacles in continuing their medical careers after motherhood. The child 
care support systems fail to provide adequate support 1) when the child is sick or in cases of 
emergency, 2) when the child enrolls in elementary school, and 3) with consideration for each 
doctor’s career plan. We suggest university medical courses include instruction on the child 
care support systems not only for female students but also for male students as well. Finally we 
argue child care support systems should be regarded as a whole hospital initiative.
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１．問題の所在と研究の目的

　日本政府は「1.57ショック」以降，具体的な少子化
対策に乗り出し，「子育て支援」の施策を議論しはじ
めたと云われる。「1.57ショック」とは，1990年6月9 
日に前年の合計特殊出生率が1.57と発表され，「ひの
えうま」により過去最低であった1966年（昭和41年）
の合計特殊出生率の1.58を初めて下回ったことが明ら
かになった日本の少子化の進行が急速に進んでいるこ
とに誰もが大きな衝撃を受けたことから，このように
名付けられている。「1.57ショック」を契機に，厚生
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省（現，厚生労働省）が中心となって「子育て支援」
の視点が盛り込まれた施策の検討が始まり，現在に至
るまで様々な法律が整備されることとなった。たとえ
ば，育児休業制度の充実や労働時間の短縮の推進をは
じめ，子育てをしながら安心して働くことができる雇
用環境を整備や，低年齢児保育の拡充など保育サービ
スの整備を図るとともに，保育所制度の改善・見直し
を含めた保育システムの多様化・弾力化がすすめられ
てきた。
　しかしながら働く女性のすべてが，このような子育
て支援施策の恩恵に与っているわけではない。たとえ
ば高度専門職である女性医師は，その勤務の状況が本
質的に抱える課題のために，結婚・子育てについて自
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分の意志に反する選択をせざるを得ず，離職すること
があるとの報告がある（厚生労働省，2016）。医師不
足による社会的な要請が高いなか，産前産後休暇や育
児休暇取得後の女性医師に対しては，これまで様々な
復職支援策（短時間正規雇用制度，当直免除など）も
講じられてはきた。それらの支援策は，一般的な復職
支援策よりも手厚いものだといえるだろう。しかし，
手厚いとみなされる支援にもかかわらず，復職をため
らう女性医師は少なくない現状が明らかになっている

（広島県地域保健医療推進機構，2013　厚生労働省，
2016）。
　今日，医師国家試験合格者の約30％以上を女性が占
めている。全国的に医師不足の問題が顕在化して久し
いが，とりわけ広島県においては，都市部への医師の
偏在が問題とされている。山間部，島嶼部に勤務する
医師が必要とされるものの，それらの地域においては，
病児保育等の公的な子育て支援の整備も不十分なうえ
に，ベビーシッターなどの民間のサービスも届きにく
い状況にあるといえるだろう。女性医師が出産後や育
児中も仕事を継続していくために，復職の支援，仕事
の負担を軽減するなどの勤務環境の整備，勤務中の子
どもの保育，子育て相談などの様々な支援が必要だと
思われる。
　女性医師の子育て支援に関する先行研究では，恵谷

（2008）は，限られた人材を有効に活用するためには，
病院診療科の重点化，集約化の必要性を述べ，マクロ
な視点からの提言をしている。清野（2013）は，病院
全体を包括した医師，看護師，職員などの職種・性別
を問わない子育て支援が効果を上げたことを報告して
いる。そのほか，病院に勤務する全職員を対象に医師
の就業に対する知識を調査した研究（杉山他 , 2015），
女性医師が育児中も勤務を継続するために医局に求め
る配慮を調査した研究（中川他，2015)，女性外科医
を対象とした勤務と育児の関係に対する調査（中島他 , 
2012）などがある。これらは，いずれも質問紙を用い
て女性医師の子育てに関する意識や実相を明らかにし
ている。しかし，それぞれの女性医師が子育てに求め
る支援は，彼女たちが置かれる職場環境，家庭環境，
そしてキャリア形成に対する考え方が大きくかかわっ
ており，多様であると思われる。そのため個別のケー
スに焦点を当て，そこから明らかになる実情と課題を
検討していく必要があると考える。
　そこで本研究では，働く女性が子育て支援を受けて
いる状態と，その受け止め方をケーススタディによっ
て明らかにすることにより，女性医師の自身のキャリ
ア形成や人生設計と，育児に対する考え方との関係を
明らかにすることを目的とする。女性医師を対象とし

て，子育て環境の現状と必要とされる支援を聞き取る
ことにより，具体的な対応を検討するための示唆を得
る。

２．研究の方法

　研究方法は，以下の通りである。公益財団法人であ
る広島県地域保健医療推進機構の協力により，広島県
内の子育て中の女性医師に対する質問紙調査とイン
タビュー調査を行った。調査期間は，201X 年4月～
201X+1年3月であった。インタビュー調査は，質問紙
調査を行った女性医師11名の中から9名を対象に実施
した。事前に質問紙を渡して記入してもらったうえで，
質問項目と回答に添って，半構造化インタビューを
行った。9名の女性医師に対するインタビューの総合
計時間は，9時間14分であった。インタビュー内容は，
IC レコーダーに記録した後データ化し，研究者間で
共有したうえで分析を行った。
　質問紙に記した質問項目は，調査対象者の属性なら
びに，以下の４項目であった。
①仕事と子育ての両立において，何に助けられたか
②仕事と子育ての両立で，困った時はどのように対応
したか。現在，それに代わる別の方法はあるか
③子育ての中で工夫していることは何か
④これから結婚し，子育てをする女性医師にアドバイ
スしたいことは何か

3.　結果

3-1 調査対象者の属性
　調査を行った女性医師の属性は，以下の通りであっ
た。調査対象とした女性医師の年齢は，25～29歳１名，
30～34歳３名，35～39歳５名，40～44歳１名，45歳以
上１名であった。通算した医師としての勤務年数は，
5年未満1名，5～9年３名，10～14年５名，15～19年１
名，20年以上１名であった。次に，専門とする診療科
目をたずねたところ，小児科３名，消化器内科２名，
腎臓内科２名，内科１名，神経内科１名，放射線科１
名，麻酔科１名であった。
　家族について，11名中10名が医師を配偶者としてい
た。子どもの人数は，１人が４名，２人が５名，３人
が２名であった。両親の居住地は，８名が県内，３名
が県外であった。子育て中，短時間正規雇用制度を利
用した医師は，11人中10名であり，殆どの人が制度を
知っており，利用していた。そして同人数が，現在も
当直などの免除を受けていた。職場環境では，院内保
育所が「ある」と回答した医師は７名，「ない」と回
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答した医師は２名であり，無回答が２名であった。病
児保育所が近くにあると答えた医師は７名であり，「な
い」と回答した医師は２名，無回答が２名であった。
子育てに対する職場の理解が「高い」と答えた医師は
７名，「普通」と答えた医師は２名，「低い」という回
答は１名，「一部高い」という回答は１名であった。

3-2　質問に対する意見のまとめ
　質問紙に記入された回答を，表１に示す。以下では，
これらの回答をまとめ，考察を行う。
①　仕事と子育ての両立において，何に助けられたか，
という質問に対しては，短時間正規雇用制度，院内託
児所，当直の免除などの職場の制度が挙げられた。ま
た，看護師を含む病院職員の理解と協力，同僚医師の
サポート体制など，職場環境に恵まれていたことも挙
げられた。とりわけ，子どもの急病に際して，休暇の
取得を快諾され，同僚が外来患者や入院患者の代診を
してくれるなどの配慮に助けられたという意見があっ
た。
　職場に子育て経験のある先輩女性医師がいる場合に
は，子育てに関する助言や，ファミリーサポートセン
ターやベビーシッターなどの子育て支援に関わる具体
的な情報を得ることができている。その一方で，職場
内で短時間正規雇用制度の周知が不十分であったり，
人手不足のため制度があっても利用しにくい担当科内
の実状があること，病児保育室が整備されていないこ
とが課題として挙げられた。病院の方針と所属する医
局のルールとの兼ね合いで，将来的な勤務体制の見通
しが立たないことに不安を抱いている医師もいた。ま
た，入所のしやすい４月から保育所を利用するために，
育児休暇期間内であっても，３月で育児休暇を打ち
切った女性医師も数名いた。子どもが保育所に入所し
た後は，遅い時間まで子どもを預かってくれる保育所
や病児保育室が女性医師の大きな助けとなっている。
　女性医師の配偶者は多くが医師であり，女性医師と
同様に多忙な職場環境に置かれている。夫である医師
は，時間的に融通の利く環境になかったり，単身赴任
中であったりする場合が多く，女性医師にかかる育児・
家事の負担は大きい。近隣に両親が居住しその援助が
得られる場合は，子育てや家事の支援を仰ぐことも可
能であるがその環境にない医師もいる。
②　仕事と子育ての両立で，困った時はどのように対
応したか，という質問に対し，「困った時」としてま
ず挙げられたのが子どもの急病である。子どもが熱を
出しそうな時には早めに休ませる，夫や友人に保育所
への迎えを頼む，水疱瘡などの長い休みの時には，両
親に来てもらうなどの対応がとられていた。自分が休

まなければ対処できない時には，職場の上司に相談す
るなどして，重症患者の担当や急患対応などの免除が
なされていた。
今考えられる別の方法はあるか，という質問に対して
は，公的な支援制度や民間の子育て支援サービスが挙
げられた。しかし，ファミリーサポートセンターや，
民間のベビーシッターの利用については，利用に至る
までの敷居が高い，不安感があるなどの意見もあり，
十分に利用されていない状況が明らかになった。
③　子育ての中で工夫していることはあるか，という
質問に対しては，子どもと家事について，次のような
回答があった。子どもに対しては，接する時間が限ら
れている分，愛情を言葉や態度でしっかりと伝えるこ
と，仕事がない時には一緒にしっかり遊ぶようにして
いるという答えがあった。子どもには自分でできるこ
とは自分でやってもらうようにするなど，自律性，自
主性の育成を重視する意見もあった。子どもの養育と
教育に対することのみならず，園や学校からの要請に
対する女性医師の責任感は強く，子どもの就学後は，
PTA の役員を負担の少ない低学年のうちに済ませる
などの工夫もされていた。
　家事については，子どもと関わる時間を作るために，
家事にかかる時間短縮の工夫がされていた。家事は割
り切って手を抜く，朝が忙しいので夜中や早朝にでき
ることを済ませる，能率的に家事をする工夫（動線を
踏まえた間取りや家具の配置，食材の宅配・食洗機・
お掃除ロボットの活用）などの回答があった。また，
夫婦間で助け合いをしたり，自分がイライラしないた
めに，時にはしっかり休むようにしているという答え
もあった。   
④　これから結婚し，子育てをする女性医師にアドバ
イスしたいことは何か，という質問に対しては，以下
のアドバイスがあった。
　まず，医師としての社会的使命についてである。医
師になるために周囲から多くのサポート・社会的投資
を得ていることも踏まえ，医師として働き続けること
は社会的義務だと思うという言葉があった。次に，医
師として，女性としての結婚・子育ての意義である。
子どもを持つことで自らの診療の質が変わること，結
婚や子育てはどちらも自身が成長するために必要な過
程であること，子育ては医師として学ぶことが多いな
どの意見があった。
　ワークライフバランスについては，医師としての経
験を積む時と，出産・子育ての時期が重なりやすいた
め，出産後は自分のキャリアプラン，目標設定を大幅
に変えないといけないことが多いという指摘があっ
た。そのため，長期的な観点から自らの将来像を描い
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ておくことが大切であること，仕事量を自分で決める
こと，子育てと仕事が両立できそうな職場を探す，な
どの助言があった。子育てと仕事の両立のために，ど
のようなライフスタイルにするのかということを，配
偶者のライフスタイルも含めて考えていくことが大切
だという指摘もあった。さらには，配偶者の理解・協
力も含めた緊急時のバックアップ体制の必要性が述べ
られた。実家からのサポートは重要であるが，子育て
支援を受けるための情報収集も大切であるという助言
があった。

3-3　ケーススタディ
　以下では，インタビューをもとに，４つのケースを
示す。女性医師が語った言葉を引用する場合は，「　」
により示す。

【ケース１】
　A 医師は，総合病院に勤務する医師歴８年目の小
児科医である。短時間正規雇用制度を利用しながら１
歳の子どもを育てている。夫は大学病院に所属してお
り，育児を手伝いたいという気持ちはあるが，多忙や
職場における子育てに対する理解も得られにくいこと
から，育児の分担が難しい状況にある。職場における
規定の退勤時刻は15時であるが，カンファレンスへ参
加や入院患者の状態により15時をまわることが多い。
育児休暇は，保育所への入所を考えて３月まで取得し，
４月から職場に復帰した。院内保育所もあるが，あえ
て「設備がしっかりしていて，色々な子どもがいる」
公立の保育所を選んでいる。A 医師の実家は遠方に
あり，「周りにサポートしてくれる家族が誰もいない
状況」にある。職場の上司が，ファミリーサポート制
度やベビーシッターの利用について，自身の利用体験
を教えてくれることに助けられている。
　A 医師は，「夫とは任されている仕事の大きさも，
子どものために休むことの難しさも，全然違う」と述
べ，「自分は職場の理解もあり，子どものために休む
ことはできる。しかし，そのために育児がさらに自分
の役割になっていく面もある」と感じていた。現在の
状況のままでは，仕事を続けながら二人目の出産や育
児をすることは困難だと感じ，子どもが幼稚園を卒園
する頃まで仕事を休んで，しっかりと育児をしたいと
いう気持ちも持っている。そのためには，夫と離れる
ことになるが，一時的に実家に戻ることも選択肢に入
れている。
　自身の医師としてのキャリアについては，「子ども
が生まれてからというもの，子どもの年齢と自分のや
りたいことを天秤にかけている。あの時，もっと子ど

もに手をかけてやればよかったと思うのかな。でも手
をかけていたら，私は20年後にお仕事をできているの
かな」と葛藤を抱えていた。しかし，子どもを産み育
てることにより，小児科医としての「医質」が変わっ
たと述べた。それまでの診療においては，患者として
の子どもしか見ていなかったが，その後ろにいる母親
の姿が見えるようになり，母親の幸せや安心感がダイ
レクトに子どもに伝わることがわかるようになったそ
うである。
　ケース１では，A 医師が受けていた子育て支援の
方策は，職場の子育て支援制度，保育所，職場の上司
の助言の３つだといえる。A 医師は育児を頼ること
ができる家族が近くにいない状況において，第一子の
子育てと診療に真剣に向き合い，子育てにも仕事にも
強い責任感を持っていた。それゆえに，育児と医師と
してのキャリアの積み上げに，葛藤も抱いていた。ま
た，子どものためには，夫と離れてでも実家に戻り，
育児にしっかりと時間をかけたほうが良いのではない
か，とも考えている。このような葛藤は，A 医師が
受けている３つの子育て支援の方策ではカバーしきれ
ない点だと言えるだろう。

【ケース２】
　総合病院に勤務している B 医師は，医師となって
13年目の小児科医である。現在２人目の子どもの育児
休暇を終え，短時間正規雇用制度を利用して勤務して
いる。夫も医師であり，緊急の呼び出しが多く多忙で
あるという。院内保育所が整備されているものの，「公
立の保育所に入れたい」という思いがあり，２人の子
どもたちは共に公立の保育所に通園している。公立の
保育所を選んだ理由は，「学齢ごとの生活があり，庭
も広い。地域の中で育てたいし，先生も信頼できる。
時間も７時までみてもらえる」というものであった。
　職場の子育て支援については，「当直免除や，早く
帰らせてくれるなど，恵まれている」と述べている。
しかし，「段取りを考えていても，急患や急変で全て
崩れて帰れない時がある。夫も迎えに行けない時もあ
り，ほかの先生に代わって貰うしかないが，そういう
体制はできていない」，「体制を作ってほしいが，上司
も大学の医局との板挟みで難しい面がある」と難しさ
も抱えている。
　B 医師は，「仕事と子育ての両立には，実家のサポー
トが必須」であるとし，出産後「元通りの小児科医」
になるは，「実家の近くに住み，子どもを迎えに行っ
てもらい，任せられることが必要」であると述べ，公
的なサポートの限界を示唆した。「ファミリーサポー
トの制度などもあるが，祖父母ほどは頼れるものはな
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い」，「仕事に対する意欲から，気が付けば家庭が置き
去りになっていることがある。仕事をセーブしなくて
は，と自分の中でジレンマがある」とも述べている。
　また，「短時間正規雇用制度などの子育て支援の制
度は整っているが，それらを職場の同僚や環境と相談
しながら利用していく必要があり，堂々と利用するこ
とは難しい。遠慮しながら，控えめに利用するという
のが現状」であるという。
　ケース２において，B 医師は，職場の子育て支援制
度，保育所に加え，実家の両親からの支援を受けてい
る。第二子の子育てということもあり，B 医師からは
子育てに対するゆとりが感じられた。頼ることができ
る実家の親が近くにいることは，大きな安心になって
いる。しかしそれでも，「段取りを考えていても，急
患や急変で全て崩れて帰れない時がある」と述べ，医
療に携わることの大変さが覗えた。また，B 医師も A
医師と同様に，仕事へ意欲を持ちながらも，子どもや
家庭への配慮から，「セーブしなくては」と育児と自
身のキャリア形成に葛藤を感じていた。困ったときは
両親の支援が得られるものの，日々の家族の生活は B
医師が支えている。

【ケース３】
　C 医師は，医師となって13年目の神経内科医である。
現在は，Y 市にある専門病院（以下，Y 病院）で週３
日，O 市立総合病院（以下，O 病院）で週１日の非常
勤として勤務をしている。子どもは，第一子が小学校
低学年であり，現在第二子を妊娠中である。夫は他職
種で，単身赴任をしている。今までの子育ての中で一
番の支えとなったのは，「自分の母親と，夫の母親の
協力」であった。第一子の時は，実家から遠く離れた
総合病院を産休後一度退職し，産後５か月目から同病
院の正規職員に復帰した。子どもが２歳になるまで勤
務したが，その間自分の母親と夫の母親が，子育てを
するために１週間交代で遠方まで来てくれた。
　現在の職場の子育て支援については，「産休と育休
を取得できる」ことが恵まれているという。Y 病院は
C 医師と同じ専門医がたくさんいることから，カバー
してもらい，O 病院では，医局から代わりの人を出し
てもらうことができた。
　子育てにおける工夫については，「できるだけ仕事
がない時は一緒にいてやる。子どもの様子を見ながら，
熱が出そうな時は，早目に休ませる」など，子どもの
姿に応答しながら対応をしている。また，「栄養はざっ
くり取れていればとよいと考えている」というように，
自身の育児の評価規準を広く持っている。C 医師は，

「子どもはかわいい。３歳まではかわいいだろうと思っ

ていたが，７歳になってもとてもかわいらしい。子ど
もって，意外性があり飽きない。子どもがいることで，
気持ち豊かな感じがする」と述べている。
　このような豊かさを感じられる生活を支えるために
必要なことを聞くと，「子育て中や，妊娠中の人だけ
優遇されても，結局，気兼ねをしてしまう」，「子育て
を周りでサポートしてくださる先生たちだけが大変な
のは，どうなのかなと思う」，「全体がもうちょっと楽
にならないと，ここだけ楽になってもどうなのかな」
という答えがあった。
　ケース３において，C 医師は，「私はかなり恵まれ
た環境だった」と述べている。職場の子育て支援制度
の利用，保育所，夫と自分の両親の支援を得ることが
できていた。また，同じ専門家の医師が仕事を肩代わ
りしてくれることへの安心感が大きかったものと思わ
れる。その上で，子育て中，妊娠中の人ばかりでなく，
職場全体が楽になることが大切だと考えていた。医
療行為は，医師のみならず多くの人の協力により成り
立っていること，そして医療行為に携わる人々が気持
ちよく働くことが，子育て支援への理解を促進するこ
とへの示唆であると思われる。

【ケース４】
　D 医師は，総合病院に勤務する医師歴12年の放射線
科医である。これまで，６か所の病院での勤務経験を
持ち，その間２人の子どもを出産している。現在は，
９時から16時までの規定時間の勤務に従事し，当直や
夜間・緊急の呼び出しは免除されている。
　D 医師は，第一子出産時には産休を取らず退職した。
退職した理由は二つあった。一つ目の理由は，勤務体
制によるものであった。当時，産休代替医師を雇用す
る制度はなく，医師二人体制のなか，D 医師が産休を
取るともう一人の医師に負担がかかることを懸念した
という。自分が退職すれば，もう一人医師を雇用でき
るという理由からだった。また，当時は医師経験が5
年未満の医師は正規雇用にはなれなかったため，産休
は取れても育休が取れなかったからである。もう一つ
の理由は，夫の仕事である。医師である夫がかねてか
ら東京での勤務を希望していたことから，妊娠・出産
を機に夫婦で東京に転居した。東京で第一子を出産後，
２年１か月のブランクを経て，医師として復帰したと
いう。
　３年前，夫の地元に戻り，夫は開業した。D 医師は
現在の総合病院に勤務しながら，第二子を出産し，現
在は，学童保育や院内保育所を利用しながら子育てを
している。D 医師の両親は県外におり，近隣にいる
夫の両親も仕事を持っているので，基本的には両親を
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頼っていない。子どもが病気になった時には，近隣に
病児保育所がないため，勤務を休んでいる。女性医師
の子育てに関しては，「職場の上司や同僚の理解があ
り，職場の雰囲気も良くとても助かっている」という。
　しかし，自分の医師としてのキャリアを考えると，

「もっと診療現場にいたい」，「知識は書物からでも得
られるが，職業柄，症例に触れることで得るものが多
く，そのためには診療現場にいることの意義が大きい」
と考えている。短時間正規雇用制度は有難いが，勤務
時間外に行われるカンファレンスなどの時間を削減し
なければならないのは大変厳しいとも感じていた。
　ケース４において，D 医師は，第一子の出産時は
職場の事情により退職している。現在は子育て支援制
度や職場の理解や協力を得ることができているが，両
親の支援は受けていない。D 医師は，「20代の時，結
婚と仕事の選択で悩み自分は結婚を選んだ。周りに気
を使ってもらって働くことが当たり前だと思っていた
が，子どもを持ってみて初めて周りの協力がないと働
けないということがわかった」と振り返り，「子育て
にもかかわりながら，医師という仕事もしていきたい。
今後は，研修医への医師としての支援があるように，
子育てを終えて復帰する女性医師への復帰支援を望ん
でいる」と述べ，今後医師として働く女性への思いを
表した。ケースに挙げた医師のほかにも，D 医師のよ
うに，医師である夫のキャリアプランや家族を尊重し
ながら，自身のキャリアを積もうとする女性医師の姿
が多くみられた。

４．考察

　質問紙調査ならびにインタビューからは，女性医師
が仕事，育児，家事の両立に多忙感を感じながらも，
子育てに責任感を感じながら前向きに，そして柔軟
に取り組んでいる姿勢が明らかになった。医療者とし
ての省察を含めて，子育ての意義や面白さを実感した
という発言が多くあった。多くの女性医師は，現状の
職場環境，保育施設，子育て支援制度に関して，助け
られていると感じている。しかし，子どもの急病によ
り保育所への緊急な迎えを要する時や，感染症などに
よって子どもが長期に療養する場合，急患や急変への
対応を迫られた時などに支援が得られるかどうかは，
両親の援助や職場の代診医師の有無に左右されてい
る。
　女性医師に対する子育て支援の受け方と受け止め方
を検討し，現状の子育て支援の課題を以下のように考
察した。

（１）　緊急時の対応システムの整備
　先述したように，多くの女性医師は現状の支援に助
けられていると感じており，常時のベビーシッターや
家事支援の要請は必ずしも高くない。しかし，病児保
育の充実，子どもの急病や患者の急変時における保育
所への迎えのサービスを求める声は多くあり，これに
応じるシステムの構築が喫緊の課題ではないかと考え
られる。病院・地域によっては，短時間正規雇用制度
があっても有効に機能していないなどの課題が見られ
る。これらの整備が必要であると同時に，小規模病院
では，子育てやキャリア形成に関する身近な情報源で
ある先輩女性医師がいない場合もあり，メンター制度
の導入も有効ではないかと考えられる。

（２）　学齢期以降の対応　　
　保育所が夜間まで子どもを預かる施設もあるのに対
し，子どもが就学後に利用する放課後児童クラブ（学
童保育）は，多くが午後６時までのため，不安を感じ
ている女性医師もいた。また，女性医師が母親として
子どもの教育や参観などの学校行事にかかわろうとす
る意思も強いのではないかと思われる。そういったこ
とへの職場の配慮も重要だと思われる。

（３） 女性医師のキャリアプランを考慮した支援の必
要性

　子育て支援のニーズは，子どもの年齢だけでなく，
女性医師のキャリア形成の考え方によっても異なって
いる。とりわけ，出産や子育てが医師としての実績を
積みたい時期と重なった場合，女性医師は優先順位を
つけて，仕事，子育て，家事に携わることを余儀なく
されている。ゆえに，育児休暇中または復職時に，勤
務する病院や担当科内において，仕事と子育ての方向
性，必要とする子育て支援に関する話し合いを持つこ
とも，一つの方策ではないかと考える。

（４）　養成機関における啓発教育
　インタビューからは，病院（担当科内），所属する
医局，家庭という複層にわたり，懸命に携わる女性医
師の姿が明らかになった。このような現状を踏まえ，
女性医師自身が，学生時よりライフプランを描き仕事
と家庭を両立していくために必要な社会的資源につい
て学ぶことは重要であろう。同時に，男子医学生，教
員も含めた包括的な啓発や取り組みが必要ではないか
と考える。

（５）　病院と医局による包括的な支援
　最後に，女性医師のみならず，男性医師，看護師や
職員を含めた医療行為に携わる人々すべての人に対す
る子育て支援の必要性である。優遇された子育て支援
や，特化された支援策は，心地よく利用することは難
しい。病院や医局による包括的な子育て支援策を構築
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していくことが重要である。
　一人の子どもの子育てには，多くの人がかかわって
いることは言うまでもない。松田（2008）は，これま
での支援について，二者間の相互作用の効果が強調さ
れてきたことを指摘し，支援の効果が単なる二者関係
の総和から生じているのでなく，二者関係に還元で
きないネットワークが生み出す特性について述べてい
る。本研究のケーススタディでは，個々の子育て支援
の状況とその受け止め方を考察することにより，女性
医師を主軸としてつながる子育て支援のネットワーク
の特性と課題を明らかにできたのではないかと考え
る。
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